
告

示 
埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
号 

 
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
七
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
除
却
し

た
工
作
物
を
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
保
管
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
八
年
二
月
二
十
四
日 埼

玉
県
さ
い
た
ま
県
土
整
備
事
務
所
長 

落 

合 
 

 

誠 

一 

保
管
し
た
工
作
物 

 
 

車
両 

一
台 

二 

保
管
し
た
工
作
物
が
放
置
さ
れ
て
い
た
場
所 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
日
進
町
三
丁
目
三
三
六
番
二
号
地
先
（
一
級
河
川
鴨
川
河
川
区 

域
） 

三 

除
却
し
た
日
時 

 
 

令
和
八
年
一
月
二
七
日
（
火
）
午
前
十
時
三
十
分 

四 

保
管
を
始
め
た
日
時 

 
 

令
和
八
年
一
月
二
七
日
（
火
）
午
後
十
二
時
三
十
分 

五 

工
作
物
の
保
管
場
所 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南
区
沼
影
二
丁
目
四
番
六
号 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
土
整
備
事
務
所 

六 

保
管
し
た
工
作
物
の
返
還 

 

イ 

返
還
期
限 

 
 

 

令
和
八
年
七
月
二
六
日
（
金
） 

 

ロ 

返
還
の
申
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南
区
沼
影
二
丁
目
四
番
六
号 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
土
整
備
事
務
所 

 
 

 

河
川
環
境
対
策
・
管
理
担
当 

 

 
 

 

電
話
〇
四
八―

八
六
一―

二
五
〇
二 

 

ハ 

返
還
に
際
し
て
の
留
意
事
項 

⑴ 
 

工
作
物
の
返
還
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
土
整
備
事
務
所
河
川

環
境
対
策
・
管
理
担
当
に
、
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
書
類
を
提
示
し
、
申
し
出

る
こ
と
。 

 
 

⑵ 

工
作
物
の
除
却
及
び
保
管
に
要
し
た
費
用
は
、
当
該
工
作
物
の
返
還
を
受
け
る
者
の
負 

 
 

 

担
と
す
る
。 
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